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要　約
　過剰な期待と不安を超えて，AI 技術は社会実装の段階に進んでいる。AI 技術の実際的な活用を見据え，機
械学習工学とAI 原則という中長期的なテーマと知的財産の交錯の観点で，企業における知的財産マネジメン
トの一般的な特性を考察し，NECの特色を紹介する。
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1.はじめに
　人工知能（AI）は，過剰な期待と不安の過渡期を
超えて，実用化の段階に移りつつある。ガートナー社
が発表した 2018 年のハイプサイクルでは，AI は「過
度な期待のピーク期」を過ぎた（1）（2）。他方，IDC ジャ
パン社が発表した AI システムの世界市場予測では，
2019 年の世界の支出額は前年比 44％増の 358 億ドル，
22 年には 792 億ドルへと拡大する（3）（4）（5）。2018～2022

年の年間平均成長率（CAGR）は 38％の見通しで，
日本の伸びは 58.9％と大きい。
　日本電気株式会社（NEC）は，AI 技術において半
世紀以上の研究開発を行ってきており，その実績は特
許出願にも反映されている。世界知的所有権機関

（WIPO） が 公 表 し た「WIPO Technology Trends 
2019 ‒ Artifi cial Intelligence」では，AI 技術に関連
した発明（以下「AI 関連発明」）の出願数において，
NEC は世界第 5 位に位置付けられている（6）。報道機
関の調査でも日本企業として上位にランクされ，顔認
証分野では最高のスコアを示している（7）（8）。
　AI と知的財産に関して，NEC は，2016 年に論考
を上梓している（9）。ここでは，シェアリングエコノ
ミー等の社会変化を背景として，AI の活用において
想定される課題を，知的財産の視点から論じた。AI
の学習済みモデルを学習成果の伝搬媒体として捉え，
その流通における保護の制度的検討事項を考察すると
ともに，AI を巡るステークホルダー間の利害調整の
複雑性と重要性を指摘した。
　その後，産業界における知的財産の識者から，AI
と知的財産に関し，より詳細な論文が発表され
た（10）（11）。また，著作権法および不正競争防止法にお
いて AI に関わる法改正がなされ，特許法においても
審査基準等の整備が進んだ。2018 年に経済産業省に
より編纂された「AI・データの利用に関する契約ガ
イドライン」では，ステークホルダー間の契約におけ
る考慮要素等が例示された（12）。同時に，AI 技術を取
り巻く環境も，機械学習応用システム特有の開発手法
や品質保証について研究が進み，AI と社会との関わ
りにおいては，プライバシーや倫理に関わる AI 原則
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が多く議論されるようになった。
　AI と知的財産法の最新状況は，併載される識者の
論説に譲り，本稿では，2016 年以降の技術面・法律
面の変化を踏まえたうえで，機械学習工学や AI 原則
という近時の進展に着目しつつ，企業における AI 分
野の知的財産マネジメントについて考察する。まず
NEC の沿革と AI 技術一般の特性に触れた後に，多
くの企業にも共通する AI 分野の知的財産マネジメン
トの考え方について私見を述べ，その文脈の中で
NEC の特色を紹介するという構成とした。本稿では，

「AI」の意味について，技術的な厳密性に拘泥してい
ない。深層学習（ディープラーニング）を含む機械学
習を中心に論じている章もあり，RPA（ロボットプ
ロセスオートメーション）や統計分析まで幅広く含む
箇所もある。論意が散漫になるのを避けるため，AI
創作物および個人情報保護は，考察の対象から除い
た。本稿で述べる見解は著者個人のもので，所属する
法人・団体を代表するものではない。

2.NEC の沿革と AI 技術
　（1）　沿革
　NEC は，1899 年（明治 32 年），岩垂邦彦により創
業された（「特許代理業者登録規則」の発布と同
年（13））。岩垂邦彦は 1857 年（安政四年），九州小倉に
生まれ工部大学校（東京大学工学部の前身）で電気工
学を学んだ。工部省任官後，1886 年に渡米，エジソ
ン・マシン・ワークス社に見習い技術者として入社
し，トーマス・エジソンの薫陶を受けた。1888 年に
大阪電燈技師長として帰朝，エジソンとのいわゆる

「交直論争」を経て，1899 年 7 月 17 日，日本電気株
式会社を設立する（14）。日本初の外国資本（ウェスタ
ン・エレクトリック社）との合弁会社として設立され
た NEC は，「Better Products, Better Service」のス
ローガンの下，電話機・交換機の輸入保守から，自社
生産へと技術力を伸ばしていく。
　1924 年，NEC は，逓信省電気試験所から丹羽保次
郎を技術部長として迎える。丹羽は，NEC の研究開
発体制を一新，そこから純国産技術である「NE 式写
真電送装置」（現在のファクシミリ装置）が発明され
た（特許第 84722 号）。NE 式写真電送装置は，1928
年 11 月の昭和天皇即位の御大典に際し，京都・東京
間の写真電送で，海外の製品よりも優れた成績を上げ
た。この功績から，丹羽保次郎は，日本国特許庁が選

定した十大発明家としての栄誉に浴している（15）（16）。
　 1 9 7 7 年 ， N E C は 「 C & C 」（ C o m p u t e r  & 
Communication）の理念を宣言し，インターネットを
はじめとする情報化社会の到来を示唆した。30 年後
の 2007 年，グループビジョン「人と地球にやさしい
情報社会をイノベーションで実現するグローバルリー
ディングカンパニー」を定めた。「安全，安心，効率，
公平」で豊かな社会を実現するため，新たな価値を提
案創造し続けることを社是とし，2014 年には世界の
経済・社会・技術のメガトレンドをふまえた「7 つの
社会価値創造テーマ」を策定した（17）。これは，翌
2015 年に国際連合で採択された「持続的な開発目標
SDGs（Sustainable Development Goals）」とも合致
している。「コンピューティング」「ネットワーク」

「ソフトウェア」のすべての領域で先進技術をもった
世界でも数少ない企業として，事業領域は人工衛星か
ら海底ケーブルまでと広い。社会に不可欠なインフラ
システム・サービスを情報通信技術で高度化する社会
価値創造型企業として，世界を先導することを目指し
ている。

　（2）　NEC の AI 技術
　NEC がめざすのは，人間と協調し，社会課題を解
決する AI ソリューションである。NEC は，保有す
る 多 様 な AI 技 術 群 を， 技 術 ブ ラ ン ド “NEC the 
WISE” の下で組織的に統合している（18）。社会課題が
複雑化し多岐にわたるため，一つの汎用的な AI で全
てに対応するのは現実的ではない。NEC では，さま
ざまな AI 技術を組み合わせることであらゆる状況に
柔軟かつスピーディに対応して，付加価値の高いソ
リューションを提供している。
　NEC における AI 技術の研究開発の歴史は，半世
紀以上にのぼる。1960 年代には，AI 技術の基礎とも
いえる文字認識技術により，「郵便宛名読み取り区分
機」の製品化を実現している。この製品により，大量
の郵便物を短時間に分類し，早期に受取人まで届ける
ことを可能とし，社会インフラの高度化に貢献した。
　NEC が AI 技術の核として考えているのは「見え
る化」「分析」「対処」の 3 つの要素である。実世界の
情報をコンピュータでの分析が可能なデジタルデータ
へと変換する「見える化」，データから規則性や新し
い価値を導き出す「分析」，そしてその結果に基づい
て最適なアクションを促す「対処」を組み合わせて連
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動させる。この連動により，AI が提供する付加価値
が拡張する。
　社会の課題を解くためには，「見える化」により，
現状を正確に把握して分析するための素材情報を作り
出すことが必要である。NEC は，顔認証や指紋認証，
物体指紋認証など，ヒトやモノを識別・認証する強い
技術を保有している。AI の性能を正しく発揮するた
めには，データに含まれるノイズの除去や，不明確な
データの補足，偏りを排除すること，つまり「データ
の良質化」が不可欠である。データの良質化と強い識
別・認証技術を組み合わせることで，より高精度に現
状を把握することができるようになる。
　次に，「分析」により，見える化で生成された情報
を活用して実世界のできごとの意図や内面を理解し，
今後を予測する。複数の情報を組み合わせることで，
見える化では獲得できなかった意味や意図を推定する
ことが，価値を創造する上で重要になる。例えば，街
頭のカメラ映像を群衆行動解析で分析した情報と，障
害物や人垣の向こう側などカメラでは捉えられない情
報を音状況認識で推定して組み合わせることで，状況
をより良く理解することができる。そして，NEC が
保有している二つのアプローチ（ホワイトボックス
型，ブラックボックス型）の分析技術を，課題の特性
に合わせて使い分けて，高精度に将来を予測したり，
なぜそのような予測に至ったのか，予測の根拠を分か
りやすく提示し，人間が判断・解決することを支援する。
　最後に，「対処」により，予測に基づいて課題を解
決するための最適な手段を模索し，計画を立てる。例
えば，最もローリスク・ハイリターンが見込める「最
適」な判断を導き出すことを目標とする。従来は熟練
者の経験や勘に頼ってきた判断を効率化させることが
可能となる。

　（3）　説明可能な AI（Explainable AI）
　NEC の AI 技術では，「圧倒的な効率化」と「人へ
の示唆の高度化」の双方を提供している。社会課題や
経営判断のように答えが一つではない問題を，AI に
よる「人への示唆の高度化」で解く際には，「なぜそ
れを選ぶべきか」という理由（判断根拠）の説明が必
要になる。判断根拠が示されることで，人は，AI が
提示した示唆に基づき，より高度な意思決定を行うこ
とができるようになる。NEC は，このように理由の
説明ができるホワイトボックス型 AI の開発・製品化

で 先 行 し て き た。 近 年， 説 明 可 能 な AI（XAI：
Explainable AI）として，その重要性が広く認知され
るに至っている（19）。

3.AI 技術の特性（機械学習工学と AI 原則）
　2019 年 2 月，日本経済団体連合会は，「AI 活用戦
略～AI-Ready な社会の実現に向けて～」を発表し，
AI の持つ潜在能力の活用について，戦略的に構想・
実行すべきことを提言している（20）。そこでは，現在
の AI 技術の本質として，5 項目が指摘されている。
すなわち，（1）大量のデータが必要である，（2）識
別・予測等の領域で一部人間を上回る精度を示す，

（3）システムがデータをもとに帰納的に定義される，
（4）AI が生み出す結果の説明が困難，及び，（5）未
知の事象への対応の限界である。（注：AI のうち主に
深層学習の特性を列記したものである。例えば，（4）
の解釈性の問題については，深層学習とは異なる「説
明可能な AI」が存在することは既述した。深層学習
等のブラックボックス型の機械学習でも，解釈性を与
える手法が提案されている。）このような AI の特性
について，システム開発の方面からも研究が進んでお
り，近年，「機械学習工学」，「AI ソフトウエア工学」
等と呼称されている（21）（22）。機械学習応用システムの
開発と品質保証について，次章以降に必要な範囲で，
簡潔に紹介する（22）（23）。

　（1）　AI の開発手法
　機械学習応用システムの開発は，アセスメント，仮
説検証（Proof of Concept：PoC），開発，運用の順に
行われる（23）。その過程において，人の関与は少なく
ない。アセスメントフェーズでは，AI を訓練するた
めの適切なデータを選定する。データ量が少なけれ
ば，追加の収集・蓄積を行う。データには前処理が施
され，欠損値の補完，異常値の処理，アノテーション

（タグ付け）等が行われる。AI の帰納的な特性のた
め，訓練用のデータが変更されると AI の挙動も変わ
る。このため，PoC フェーズでは，データの管理が
重要となる。データに対する前処理等は，PoC や開
発の過程で，試行錯誤により逐次修正される。開発
フェーズでは，訓練すべきデータ量を定める。不足す
れば推論精度が不十分となるが，過多であれば計算リ
ソースを浪費する。新たに蓄積されたデータを追加し
て学習させる場合，この更新により AI の特性が変化
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してしまう可能性がある。少量の訓練データで学習さ
せた AI は，特性変化が大きい。適した更新方法を，
慎重に選択する。一連の過程において，エンジニアの
経験と，AI が応用される分野特有の知見（ドメイン
知識）が活用され，そこからノウハウなどの知的財産
が生み出される。

　（2）　AI の品質保証
　AI の開発では，その品質保証について，従来の演
繹的なシステム開発とは異なる発想を採らねばならな
い（22）。機械学習は本質的に確率的であり，解消でき
ない不確かさを有する。仕様が定義されないため，テ
ストの成否を決しがたい。また，コンポーネントの検
証を積み上げる従来の方法論は適用できない。品質保
証への要求は，誤作動により生じる不利益が大きなシ
ステムほど高くなる。これらの特性を踏まえて，機械
学習の新たなテスト手法や，全体システムとしての安
全性確保手法が，複数研究されている（22）。また，ISO
等において，AI 品質関連の標準化の動きも進んでいる。

　（3）　AI 原則
　AI は人類に種々の恩恵を与えると同時に，その潜
在能力の大きさから，個人や社会全体に対して懸念を
生じさせることもある。AI 技術に内在する懸念，AI を
人間が利用する際に生じる懸念，AI を活用した際に
生じる社会構造の変化に対する懸念，AI 活用におけ
るプライバシーなどの個人の人権に関する懸念などが
ある。これらの懸念に対し，国，国際的枠組，学会，
産業界等が，ポリシーや原則を策定・公表している。
　欧州連合（EU）の欧州委員会は，2018 年 12 月 18
日に公表したファーストドラフトに引き続き，2019
年 4 月 8 日，人工知能（AI）の倫理指針を公表し
た（24）（25）。相前後して，2018 年 12 月 27 日，日本の総
合科学技術イノベーション会議「人間中心の AI 社会
原則検討会議」が，「人間中心の AI 社会原則（案）」
として，AI を受け入れて適正に利用するために，社
会が留意すべき基本的な 7 原則を挙げた（26）（27）。また，
前出の日本経済団体連合会の「AI 活用戦略」も，「AI
活用原則」を提示している（20）。
　多くの AI 関連の原則やポリシーが，公平性，透明
性，又は，説明責任に言及している。AI の判断根拠
を人間が理解可能とすることにより，これらの要請に
応えることができる。ホワイトボックス型の「説明可

能な AI」（XAI）は，AI の判断根拠を人間が理解・
解釈できるようにするものであり，ブラックボックス
型 AI においても解釈性を与える手法が提案されてい
ることは，前述のとおりである。

4.AI と知的財産法
　（1）　最近の制度整備
　AI に関連する知的財産法について，次章以降に必
要な範囲で，最近の制度整備を簡潔にまとめる。企業
側は，これらの制度を活用して，AI に関連する情報
財を保護するとともに，例えば AI の学習に用いる
データについては，その取得・利用の円滑な継続を確
保することになる。
　AI で用いられるデータに関連して，不正競争防止
法と著作権法とで，それぞれ，保護と活用を促進する
改正が行われた。平成 30 年改正不正競争防止法にお
いて，価値あるデータのうち一定の要件を充足するも
のが，「限定提供データ」として悪質性の高い不正取
得・使用等から保護され，その救済手段として差止請
求権等が与えられるようになった（28）（29）。平成 30 年改
正著作権法では柔軟な権利制限規定が導入され，例え
ば，第 30 条の 4 第 2 号では，深層学習の目的で著作
物を複製する行為等に関連して，権利制限が拡大され
た（30）。また，AI およびデータの利活用を促進する観
点から，データの利用権限に関する考え方を明確にす
るために，経済産業省により「AI・データの利用に
関する契約ガイドライン」が策定され，実際のユース
ケースの分析を基に，当事者が契約で定めていくべき
事項が例示された（12）（31）（32）。
　産業財産権では，特許法による保護対象として，日
本国特許庁の「審査ハンドブック」に，AI に関わる
事例が追加された（33）。審査ハンドブックの附属書 B
には，「データ構造」及び「学習済みモデル」の発明
該当性について，附属書 A には，AI 関連発明に係る
特許出願の記載要件および進歩性の判断について，そ
れぞれ事例が追加されている（34）（35）。

　（2）　AI 関連発明の記載要件および進歩性判断
　審査ハンドブック附属書 A の追加事例と，前述の
機械学習工学の観点を対比すると，AI 関連発明の今
後の出願戦略で留意すべき事項が見出せる。
　記載要件について，附属書 A は，教師データに含
まれるデータ間の相関関係等に着目し，発明の 4 つの
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類型を示している。すなわち，（a）相関関係が出願時
の技術常識であるもの，（b）相関関係が明細書等に
記載された統計情報に裏付けられているもの，（c）相
関関係が実際に作成した人工知能モデルの性能評価に
より裏付けられているもの，及び，（d）学習済みモ
デルにより，ある機能を持つと推定された物を特許請
求しているものである（35）。類型（a）～（c）につい
ては，データ間の相関関係が，それぞれ，出願時の技
術常識，統計情報，AI の性能評価等により裏付けら
れることが求められている（事例 47，49 および 50）。
類型（d）について，事例 51 では，「実際に製造して
物の評価をしておらず，また，学習済みモデルの示す
予測値の予測精度は検証されておらず，学習済みモデ
ルによる予測結果が実際に製造した物の評価に代わり
うるとの技術常識が出願時にあったとは言えない」と
して，記載要件の充足性が否定されている。他方，進
歩性について，事例 35 では，「機械学習装置の技術分
野において，機械学習装置の出力の信頼性や精度を高
めるために，出力と相関関係を有する可能性が高い各
種変数を，機械学習装置の入力として採用することは
技術常識である」として，進歩性が否定されている。
　これらの事例を総合すると，記載要件と進歩性の双
方が肯定されるためには，相関関係が技術常識の範疇
を超え，なおかつ一定程度の裏付けが必要となる。し
かしながら，前述した AI の特性や機械学習工学の現
状に照らすと，これは出願人にとって必ずしも容易な
こととは言えない。この点について，以下に私見を述
べる。

　（3）　記載要件と機械学習工学
　AI の戦略的活用という産業政策の観点では，人智
では看破・想到しえなかった発明が，特許出願の公開
により公衆に利用可能となることが好ましい。特許出
願時の技術常識には属さず，相関関係の統計情報も特
定し難いが，AI によってはじめて推認されるように
なった有益な知見が，社会にもたらす利益は高い。
　他方，先に述べたとおり，データをもとにシステム
が帰納的に定義されるという AI の特性は，確率的で
解消できない不確かさを孕む。このような AI の特性
を前提とした品質保証を機械学習工学は探求している
が，特許出願の記載要件で求められる AI の精度的な
性能評価についても，同様の新たな考え方が求められ
るだろう。

　実施可能要件については，当業者が特許請求の範囲
に係る発明を実施できる程度，すなわち，物の発明に
おいては，その物を作れること，及び，その物を使用
できることが求められる。この点，AI 技術では，同
種のデータの組み合わせでも，データの内容や学習手
順が異なれば，AI の挙動も異なり得る。AI が応用さ
れる分野の相違，例えばターゲット広告と自動運転に
よって，求められる性能評価の水準も異なる。当業者
に過度の試行錯誤を強いることがないという記載要件
の水準は，見定めがたい。一定の効果が認められた実
施形態において，それを一般化可能な範囲についての
客観的な検証が困難ならば，付与される権利も狭小な
ものとなろう。
　将来的には，機械学習工学，特に品質保証に関する
知見の集積が，記載要件の充足性の客観的な評価に寄
与すると考えるが，当面は，出願時の技術常識と審査
実務とを不断に注視しつつ，明細書の記載を整えざる
を得ない。上述の類型（d）における，学習済みモデ
ルの予測精度の検証や，学習済みモデルによる予測結
果が実際に製造した物の評価に代わりうるとの技術常
識の有無についても，同様の対応となろう。

　（4）　AI 関連発明の国際的保護
　日本国特許庁の審査ハンドブック附属書 B の「第 1
章コンピュータソフトウエア関連発明」には，「学習
済みモデル」の発明該当性について，これを肯定する
事例が示されている（事例 2-14）。これと関連して，
2019 年 3 月に公表された欧州特許庁と日本国特許庁
によるソフトウエア関連発明の比較研究では，特許請
求の範囲に係る学習済みモデルの発明該当性につい
て，両特許庁で結論が対照的となる事例が示されてい
る（事例 A-4）（36）。また，同報告書の進歩性に関する
事例では，6 事例中の少なくとも 3 事例において，両
特許庁の見解は分かれている（事例 C-3～5）。いわゆ
るビジネスモデル関連発明も含め，AI が関わるソフ
トウエア関連発明について，複数国で同一の範囲の権
利が取得できないことも想定せざるを得ないのが現状
と言えよう。

5.NEC における知的財産マネジメント
　以上のような AI 技術を巡る知的財産制度の現状に
おいて，AI 分野における NEC の知的財産マネジメ
ントの考え方を，前半・後半に分けて紹介したい。前



AI 分野における NEC の知的財産マネジメント

パテント 2019 － 58 － Vol. 72　No. 8

半では，AI に関連する多くの企業に共通する総論と
して，情報通信分野における知的財産マネジメントの
特性と，AI 分野の知的財産の保護の考え方を述べる。
後半では，総論を参照しつつ，NEC の特色を紹介する。

　（1）　情報通信分野における知的財産マネジメント
　知的財産マネジメントの要素は，単純化するなら
ば，知的財産の活用目的の設定，経済的・人的な資源
の配分方法，及び，組織構成であろう。情報通信分野
では，一製品に実施される知的財産は多数に上る。有
力企業は相応の知的財産を相互に保有しているため，
知的財産を排他権として利用しても，他社の実施を完
全に排斥することが非現実的であることが多い。この
ため，その知的財産の活用目的として，いわゆるオー
プン＆クローズ戦略に代表されるように，知的財産を
開放することでビジネス・エコシステムを形成し，そ
の中で自社の利益を増幅させる戦略が注目され
る（37）（38）（39）。そこでは，一定範囲で知的財産を開放し
つつ，個別の知的財産の具体的な牽制力や，多数の知
的財産の群（ポートフォリオ）が醸成する抽象的な牽
制力によって，エコシステム内外の秩序構造を維持す
る。情報通信分野における過剰な知的財産の輻輳を解
消する手法，例えば，パテントプール，オープンソー
スソフトウエア，特許防衛組織等でも，特許権や著作
権などの知的財産が同様の秩序維持の機能を果たす（40）。
　知的財産の一般的な効用は，例えば，模倣品の排
除，事業継続の確保，実施料支払の回避，実施料収入
の獲得，技術優位性の指標としての活用等である。そ
れらに加えオープン＆クローズによるエコシステムの
形成など，戦略の多様な選択肢を支える知的財産ポー
トフォリオ，とりわけ特許ポートフォリオを築くには，
長期にわたる機動的なマネジメントが必要となる。
　発明の創出時においても，知的財産の活用目的が設
定され，それに従って資源が配分されるが，その時点
の活用目的は仮定のものでしかない。技術および事業
の変化が著しい情報通信分野では，当初の目論見通り
にビジネスモデルが形成できる場合は多くない。初期
段階では可塑性のある母集団として幅広い知的財産を
確保しておき，その後の事業戦略の変化に応じて，知
的財産の活用目的と資源配分の方針に随時修正を加
え，最終的に，選択したビジネスモデルに適合する知
的財産ポートフォリオを作り上げる。自社の知的財産
では目的が十分に達成できないことが予見される場合

は，外部調達を通じて，知的財産ポートフォリオを再
構成する。

　（2）　資源配分と組織体制
　このように，情報通信分野においては，種々の活用
方法の潜在的可能性を温存しながら，知的財産ポート
フォリオを漸次的に形成していく。知的財産のうち特
許権は，その取得・維持に経済的・人的な資源の出捐
を要する。このため，特許ポートフォリオのマネジメ
ントでは，限られた総資源から最大の効用を得るた
め，第一国出願数と外国出願数のいずれを追求するか
等のトレードオフが多く生じ，そこでバランスの取れ
た戦略的な選択が求められる。特許ポートフォリオの
内容を全体として最適化するためには，特許出願や特
許権について日々発生する個別事象の判断において
も，特許ポートフォリオの活用目的が基準とされなく
てはならない。
　例えば，模倣品排除を目的とする一定規模の特許
ポートフォリオを群として形成する場合と，訴訟等に
より他社に行使可能な精鋭特許の形成を目的とする場
合とでは，資源配分が異なる。後者の場合，他社製品
の構成や標準規格の内容を把握したうえで，これを包
含するように特許請求の範囲を手続補正により調整し
ていく。このため，多くの経済的・人的資源が，少数
の特許出願の中間処理に費消される。
　このような資源配分のトレードオフの解決に際し
て，優先度を左右する要素の一つとして，特許の取
得・活用における確実性・予見可能性がある。先述の
とおり，「学習済みモデル」の発明該当性等について
は，欧州と日本で必ずしも一致していない。グローバ
ルな知的財産交渉に臨むにあたって，全ての主要国で
同一の権利を取得することが一般的に好ましく，その
確度が下がる場合は，当該選択肢の優先度は下がる。
他社製品の構成を把握する場合も，確実性が問題とな
る。分析に多額の費用を投じたとしても結果が得られ
る保証はなく，得られたとしても否定的なものとなる
ことも少なくない。他社が設計回避を成功させる確度
についても同様である。特許の活用可能性の確度が低
い場合は，ノウハウとして秘匿したり，他者の違法な
実施を技術的手段によって直接不能とするなど，法的
手段以外のものも含む他の選択肢の優先度が上がる。
　権利の取得・活用に伴う確実性を考慮しながら，資
源を集中投下すべき精鋭特許を選抜して鍛造し，同時
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に特許ポートフォリオの群としての規模・質も，第三
者から評価される適正なものに調整することは難事で
ある。さらに，中小規模の特許ポートフォリオが複数
並立する場合，これらに共通して用いられる知的財産
を集積管理することが望まれる。行使可能な精鋭特許
を創出するには，その成功確率の観点で，一定規模以
上の母集団が必要だからである。
　これらの複雑なマネジメントを開発部門のボトム
アップ的な判断の総和に委ねるか，特許活用の実務に
も通じた人材による「目利き」に委ねるかは，組織体
制上の戦略的な選択である。属人的色彩が濃くなるも
のの，価値観を共有する少数の者が育成したポート
フォリオにおいて，行使可能な精鋭特許が高率で創出
されている例に，たびたび逢着する。

　（3）　AI 分野の知的財産の保護
　以上，機械学習工学等の近時の AI 技術の進展と，
情報通信分野における知的財産マネジメントの特性を
述べた。この文脈の中で，AI に関わる各種情報財の
保護の考え方を整理する。情報財として，（ア）生
データとこれを加工した学習用データセット，（イ）
データの加工や学習（訓練）に関わるノウハウ，（ウ）
学習用プログラム・推論プログラム，（エ）学習済み
モデル，（オ）AI 応用システム，及び，（カ）AI によ
る推論を基に特定又は構成された物を取り上げる。こ
れらの情報財から生じる知的財産の組み合わせによっ
て，オープン＆クローズ等の戦略を実現することにな
る。マネジメント上のトレードオフの観点では，経済的
出捐を伴う特許出願が，実際上の検討の焦点となろう。
　（ア）生データとこれを加工した学習用データセッ
トは，AI 関連技術の価値の源泉である。学習用プロ
グラムや AI 応用システムの構築に投資をしたとして
も，ビジネスモデルの本質を探った結果，特定のデー
タを取得できる地位を自社が有していること自体が，
その枢要であるとの結論に至ることも多いだろう。他
方，データの流通による利活用の促進のため，その法
的保護は一定程度に抑制されている。このため，契約
による拘束を利用して，データの取得・流通に関する
秩序を形成・維持することが基本である。契約時のス
テークホルダー間の利益調整について，「AI・データ
の利用に関する契約ガイドライン」が多くの示唆を与
える（12）。データの性質によっては，不正競争防止法

（限定提供データ）や著作権法（データベースの著作

物）による保護の検討もあり得る。限定提供データと
しての保護を得るためには，限定提供性や電磁的管理
性等の要件を満たす必要がある（28）（29）。データ構造に
ついては，機器間のインターフェースを構成するもの
等，回避困難なものについては，グローバルな保護の
確実性・予見可能性が未知数であっても，特許出願の
検討に値する。
　（イ）データの加工や学習実行等に関わる人的ノウ
ハウは，意識されないことも多い。しかしながら，前
述のとおり，機械学習応用システムの開発は，多くの
段階で多様な人的ノウハウを必要とする。特定の学習
用プログラムに固有のノウハウや，流通や医療などの
特定領域（ドメイン）に固有のノウハウ，また，それ
らの組み合わせは，仮説検証等の実施を通じて認識・
取得されるため貴重な知的財産であり，その中には特
許出願可能なものもあろう。しかし，一般化困難で適
用範囲が狭く限定されていたり，侵害確認が困難であ
る場合は，特許出願の優先度は低くなり，ノウハウと
して秘匿することが多くなる。特許出願を行いながら
も，記載要件の充足性に影響しない範囲でノウハウの
一部を秘匿することによって競争上の優越性を維持す
る手法は，知的財産の多面的保護の一形態として従来
から利用されている。データの加工や学習実行時のノ
ウハウは，AI 関連発明における同様の手法に用いら
れるかもしれない。
　（ウ）学習用プログラム及び推論プログラムは，一
般のプログラムと同様，著作物またはソフトウエア関
連発明として保護できる。特許出願の要否は，上述の
法的な確実性・予見可能性を考慮した独占と公開の得
失により判断する。この分野では，既に多くのオープ
ンソースソフトウエア（OSS）が利用可能である。
OSS の利用で，いわゆる実際上の特許リスクを相対
的に低くしつつ，開発に要する費用と期間を効率化す
る戦略は，多くの企業で採用されている。OSS を活
用するか否かによって，保有する知的財産の価値と戦
略的意義は大きく変わる。OSS の活用や自社プログ
ラムの OSS 化も想定しながら，いずれの選択肢を採
用しても価値が滅失しないように，知的財産ポート
フォリオを構築せねばならない。
　（エ）学習済みモデルは，データの価値が昇華され
たものであり，機械学習による「知」を媒介し得るも
のである。流通による利活用の他，強化学習による派
生的な学習済みモデルの生成などの再利用も可能であ
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り，流通とその後の利活用の秩序を維持するために何
らかの保護が必要となる。上述したとおり，著作権
法，不正競争防止法および特許法による保護には，特
にグローバルな観点で不確実性がある。そもそも，演
繹的なプログラムと対照的に，帰納的な学習済みモデ
ルは，保護対象を特定することが往々にして困難であ
る。法的保護の不確実性は，このような学習済みモデ
ルの特性に由来するものなので容易には解消しがた
く，契約による拘束と知的財産法による保護を組み合
わせることが現実的な対処と考える。一方，常時変化
する事象を反映した学習済みモデルは，窃取後にその
価値が経時的に減却するので，実際上，法による保護
を要しない場合もあろう。また，技術的な手段によっ
て，セキュリティを高めたり，学習済みモデルを事後
的に使用不能とすることが，法的保護に代わる予防や
救済の手段となり得る。
　（オ）AI 応用システムに関連する発明は，いわゆる
ビジネス関連発明も含め，情報通信分野に限らず，多
様な分野の出願人から特許出願がなされるだろう（41）。
他方，ソフトウエア関連発明やビジネス関連発明の保
護については，グローバルな保護の確実性・予見可能
性の点で検討すべき事項が残る。このため，後述する
ような AI 技術を支えるリアルの物の発明など，より
確実性の高い周辺特許出願で補強することが賢明であ
る。AI 応用システムに関連する発明であっても，記
載要件を満たす程度までの高い精度でデータ間の相関
が示せるならば，学習済みモデルなどの AI 特有の構
成を特許請求の範囲に記載しなくても特許が付与され
る場合もあろう。AI 技術の用語の語義が必ずしも定
まっておらず，AI 技術の進歩・変化が著しいことも
考慮して，将来の権利活用に配慮しつつ，出願明細書
を作成することは賢明と言える。また，AI 応用シス
テムの発明は，いわゆるシステムを使用するニーズ側
と技術のシーズ側の知見を結びつけることで創出され
る。特に，ニーズ側の発明創出活動に工夫が必要とな
る。例えば，ニーズ側の知見を引き出して実施される
可能性が高い発明を創出・選別するための体制や，発
明活動とは縁遠いニーズ側の人員の発明創出へのイン
センティブの付与である。
　（カ）AI による推論を基に特定又は構成された物と
して，AI の推論が特定した化学物質や，AI から得ら
れた知見を参照して設計された機械などがあろう。い
わゆるリアルな物を対象としている点で，法的保護の

確実性・予見可能性は高く，特許出願の価値は高い。
課題は，実施可能要件で求められる水準である。先に
引用した否定例では，「実際に製造して物の評価をし
ておらず，また，学習済みモデルの示す予測値の予測
精度は検証されておらず，学習済みモデルによる予測
結果が実際に製造した物の評価に代わりうるとの技術
常識が出願時にあったとは言えない」とされている。
現状の機械学習工学の現状に照らすと，化学やライフ
サイエンスの分野では構成と効果の因果関係が不明で
あることが多い（42）。このような分野では，実際に製
造した物の評価が必要となる場合が多いと思われる。
他方，構成と効果の因果関係が比較的明確な分野で
は，精度検証された学習済みモデルによる予測結果に
より，実施可能要件を充足する場合もあろう。機械学
習工学の進展により推測結果の十分な精度検証が可能
になり，又は，説明可能な AI が因果関係を一定の確
実性で示すようになれば，学習済みモデルによる予測
結果が，実際に製造した物の評価に代わり得る段階に
達するだろう。産業財産権の出願において最先の出願
日を確保するため，実際に製造した物の評価を経ず
に，学習済みモデルの予測結果に基づいて出願を行う
ことは，当然予想される。他国を含めた審査実務と機
械学習工学の成熟とを，注視していくべきである。

　（4）　リアルな物の知的財産
　このように，AI 技術の知的財産，特に特許には保
護の確実性・予見可能性の点で，見通せない要素があ
る。知的財産マネジメントの観点では，ビジネスモデ
ルの要所を保護する法的手段として，より確実性の高
い権利による補完を考える。この点，サイバーフィジ
カルシステムにおける知的財産では，サイバー側の
AI が注目されがちであるが，フィジカル側のリアル
な物が，優位性を発揮することも往々にしてある。例
えば，独自なセンサーを用いれば，他者が取得不可能
な優位なデータを得ることができる。また，独自のロ
ボティクス技術を有していれば，これを前提とした
AI の学習・推論により，差別化されたシステムの構
築が可能となる。このようなリアルな物に関する知的
財産の保護と活用については，実務上の経験も蓄積し
ており，確実性・予見可能性は高い。上述の（カ）
AI による推論を基に特定又は構成された物とともに，
知的財産戦略の実効を確実ならしめる上で，リアルな
物の知的財産は依然として中心的な役割を果たすと考
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える。

　（5）　AI 原則と知的財産
　各方面で AI 原則の制定が進んでいることは前述し
たとおりである。AI 技術の進化と社会実装の広がり
に伴い，プライバシーや公平性の観点から AI 技術に
対する要求が今まで以上に高くなり，AI 原則に照ら
した具体的対応の必要も生じてきている。公平性の観
点から，AI によるターゲッティング広告の機能を，
敢えて制限した例もある（43）。AI を活用した社会課題
解決への市民の参加が必要な場合は，市民の意向を反
映することも重要である。AI 原則が提示する AI 技
術の新たな課題は，AI 開発の方向性に，技術的性能
とは別の次元を付け加え，新たなイノベーションの源
泉となり得る。自動車エンジンの開発において，厳し
い排気ガス規制法が画期的な低公害エンジンを生み出
したように，AI と人間との親和性を高めるために，
新たな AI 関連の知的財産が創出されるだろう。

　（6）　AI が知的財産部門にもたらす変革
　これまでAI関連の知的財産について述べてきたが，
AI が知的財産部門の実務の側に与える影響も少なく
ない。AI 技術の進化に伴って，その活用範囲は，業
務効率化や戦略策定の支援から広がり，知的財産部門
の役割へも影響を及ぼすようになるだろう。知財関連
情報の分析と採り得る戦略の選択肢を AI が提示する
ようになれば，技術部門の責任者や経営層が，直接，
知的財産活動に関与する道を広げることになる。一製
品で実施される特許発明の数が増加している状況にお
いて，先行技術調査や特許クリアランスを完全に行う
ことの困難性も増しているが，これについても，AI
を利用した新たな発想で，一定の解決がなされるかも
しれない。先行技術，裁判例，審決例等の AI による
分析・解釈が進化すれば，争いの勝算を事前に評価し
て，無用な紛争を減らすことができる。契約書の内容
確認の自動化が進めば，円満な共創関係が速やかに形
成できる。ベンチャーや中小企業等の小規模な知的財
産部門では，AI の恩恵により，活動をより経営に直
結したものへと変化させることもできる。他方，AI
技術の導入コストが高額となれば，企業規模によっ
て，AI の効果の享受で格差が生じる。AI・リーガル
テックの活用を，知的財産部門の新たな機能・役割と
併せて，注視していく必要があるだろう。

　（7）　NEC の特色
　AI 分野における NEC の知的財産マネジメントに
ついて，NEC 以外にも共通性がある一般的な考え方
を，以上で述べた。最後に，この一般的な考え方に対
置して，NEC 固有の特色を紹介する。
　NEC は，社会価値創造型企業として，顧客や社会
の課題に対して，最適な AI 技術を組み合わせたソ
リューションを提供し，新たな価値を創造する。その
意味で，NEC の AI 技術は，例えば自動車メーカー
における自動運転技術のように，専ら自社のビジネス
モデルの中で利用されるものとは性質を異にする。
NEC の AI 技術の開発にあたっては，それが活用さ
れる顧客側のビジネスモデルが存在し，同時に，社会
価値創造型企業として発展するための NEC 側のビジ
ネスモデルが存在する。この二重構造の中で，顧客と
の共創やデザイン思考によって生じる知的財産が，そ
のまま NEC のビジネスモデルを保護するための知的
財産となるわけではない。また，多様な顧客との共創
を通じた異業種との接点は多いが，個々の接点から生
じる知的財産の規模は限られており，それらを単純に
積み重ねても，実効性のある知的財産ポートフォリオ
を形成することは難しい。NEC のビジネスモデルの
発展に資する知的財産を個々に選び出し，群として機
能する知的財産ポートフォリオを構築する必要がある。
　NEC は，「コンピューティング」「ネットワーク」

「ソフトウェア」の先端技術を持つ数少ない企業であ
るが，ネットワーク分野と AI 応用システムが属する
ソリューション分野は，知的財産の活用の在り方にお
いて対照をなす。無線通信を代表とするネットワーク
分野は知的財産の紛争や交渉が多い。そこでは，限定
された数の具体的な特許の実体面が互いに詳細評価さ
れる。ポートフォリオの構築においても，訴訟や交渉
における第三者の評価を前提として，実戦に耐えうる
精鋭特許が鍛造される。
　これに対し，事業者向けのソリューション分野で
は，特許の先鋭化した活用は少ない。しかしながら，
NEC は，AI 分野においても，ネットワーク分野で
培った経験の応用により，精鋭特許の創出を目標とし
ている。やがて，AI によって価値の高い知的財産を
機械的に特定することが可能となれば，AI 分野にお
いても，知的財産ポートフォリオの規模ではなく，そ
の中の精鋭特許の実体的な評価が知的財産の交渉を左
右することになる。したがって，NEC が追求するの



AI 分野における NEC の知的財産マネジメント

パテント 2019 － 62 － Vol. 72　No. 8

は，他社と比肩し得る規模と実戦的な精鋭特許を併せ
持つ AI 技術の知的財産ポートフォリオである。しか
しながら，上述した AI 分野の特性により，ポート
フォリオマネジメントの複雑さは他領域よりも高い。
それを可能とするのは，NEC 固有の組織体制による
ところが大きい。
　NEC では，三位一体の知的財産活動を実施するた
めに，事業分野単位に選出されるチーフパテントオ
フィサー（CPO：Chief Patent Officer）による推進
体制を採用している。同時に，事業横断の視点で，特
定技術分野の特許を管理している。管理の実行主体
は，事業・技術・知的財産に精通する特許ポートフォ
リオマネージャー（PPM：Patent Portfolio Manager）
である。AI に関連する技術分野でも，PPM による
ポートフォリオマネジメントが行われている（44）。特
許ポートフォリオマネジメントに関わる判断を，個別
の事業部門のボトムアップ的な判断の総和ではなく，
実務にも通じた PPM による「目利き」に委ねる組織
横断的な管理体制である。
　AI 分野の知的財産マネジメントを人に委ねること
は，逆説的な印象を与える。将来的には AI による支
援が期待されるが，現時点では，事業・技術・法律等
の種々の変動する要素を総合的に考量して将来を構想
し，有限な資源の配分を采配することにおいて，人間
の能力が勝る。訴訟・交渉のいずれにおいても，知的
財産を最終的に評価するのは意思決定者の主観である
から，その評価を勝ち得るための知的財産ポートフォ
リオを形成することも人間が優れている。
　NEC で創出される AI 関連の知的資産は，上述の

（イ）データの加工や学習（訓練）に関わるノウハウ，
（ウ）学習用プログラム・推論プログラム，（エ）学習
済みモデル，及び，（オ）AI 応用システムが多い。先
に引用した “WIPO Technology Trends 2019” でも
紹介されているとおり，AI が再注目を浴びる以前か
ら，NEC はこの分野において特許出願の実績を積み
重ねてきた。上記のランキングで取り上げられた特許
出願の背後には，多様なノウハウも存在している。
NEC の AI 技術の半世紀余の歴史の中で，それぞれ
の時点の審査実務に応じて，AI 関連の知的財産権の
取得に努めてきた。現時点での発明，ノウハウ等の保
護の選択の考え方は，先に述べたとおりである。
　国内外で AI 原則の議論が進んでおり，知的財産マ
ネジメントにも少なからぬ影響を与える。NEC は，

AI の社会実装や生体情報の利活用がプライバシーな
ど人権に与える影響を考慮し，「Human Rights by 
Design」に基づいた戦略策定・推進を行うため，専
門組織を設置している（45）。国連教育科学文化機関（ユ
ネスコ）主催の会議等，AI の活用に伴う倫理や原則
の在り方を話し合う場においても，その議論に貢献し
て い る（46）。NEC は，2019 年 4 月，「NEC グ ル ー プ
AI と人権に関するポリシー」を公表した（47）。このポ
リシーでは，公平性，プライバシー，透明性，説明す
る責任，適正利用，AI の発展と人材育成，及び，マ
ルチステークホルダーとの対話を掲げている。AI 技
術で新たな社会課題を解決し，全ての人々が人間性を
発揮できる豊かな社会の実現に貢献するための企業行
動の指針である。さらに，国内外の有識者が集う

「NEC 未来創造会議」を開催し，新たな社会課題，す
なわち，「実現すべき未来像」，「解決すべき課題」及
び「その解決方法」を構想している（48）。このような
取り組みを通じて，AI 技術と社会の将来像について
理解が深まることにより，NEC から創出される知的
財産も，人間中心の AI 利活用を意識した，より豊か
なものになる。

6.結語
　AI 技術とその社会実装は急速に進展しており，注
目を集めている話題の多くも時を置かずに意義が薄れ
る。このため，機械学習工学と AI 原則という中長期
的なテーマと知的財産の交錯の観点で，企業における
知的財産マネジメントの一般的な特性を考察し，
NEC の特色を紹介した。その過程で，リアルな物の
知的財産や人による知的財産ポートフォリオ管理な
ど，一見すると AI 技術の進歩とは逆説的なものの重
要性にも触れた。帰納的に定義される AI 技術の特性
は，知的財産制度にも新たな発想を求めてくる。今
後，AI 技術の社会実装が進むにつれて，それらが一
層具体的に認識されるようになるだろう。このような
変化の底流をなす本質に，本稿が僅かでも達していれ
ば幸いである。
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